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１ 指標策定の経緯について 

近年，教員の大量退職，大量採用等の影響から年齢構成や経験年数の不均衡が生じ，従来の

学校組織において経験豊富な教員から若手教員への知識や技術等の伝達が困難になるなど，教

員を巡る環境は大きく変化しています。また，いじめや不登校など生徒指導上の課題への対応，

保護者や地域との協力関係の構築はもとより，新たな学習指導要領，グローバル化や情報化の

進展など社会の急速な変化を踏まえた新しい時代の教育への対応も求められています。 

そこで，国は，教員の養成・採用・研修を通じた新たな研修体制や学び続ける教員を支える

キャリアシステムの構築などを行うため，平成 28年 11月 28日に教育公務員特例法等の一部を

改正する法律を公布し，平成 29年４月１日から施行されました。同法の規定により，各都道府

県教育委員会には，文部科学大臣が定める指針を参酌し，地域の実情に応じ，校長及び教員（以

下「教員等」）の職責，経験及び適性に応じて向上を図るべき教員等としての資質に関する指標

（以下「指標」）及び教員研修計画を定めることが義務付けられました。 

 

２ 協議会について 

指標の策定や教員等の資質の向上に関して必要なことは，県教育委員会が教員等の研修に協

力する大学や必要と認める者を組織し，協議会を設置して協議することと定められています。 

そこで，本県では，県内で教職課程を設置する大学をはじめ，学校や市町村教育委員会，Ｐ

ＴＡ，民間企業の代表者などを構成員とする協議会を設置し，指標の策定等に関する協議を行

いました。なお，協議会の構成員は，協議会において協議が調った事項について，その協議の

結果を尊重しなければならないことと定められています。 

（１）協議会の名称 

茨城県公立の小学校等の教員等の資質向上協議会 

（２）協議事項 

・指標の策定及び変更に関すること。 

・指標に基づく校長及び教員の資質の向上に関すること。 

・その他必要と認める事項に関すること。 

（３）構成員 

・関係大学（６人） 

茨城大学，筑波大学，茨城キリスト教大学，常磐大学，流通経済大学，筑波技術大学 

・関係機関（６人） 

茨城県学校長会，茨城県高等学校長会，茨城県特別支援学校長会，茨城県市町村教育長協

議会，茨城県ＰＴＡ連絡協議会，茨城県経営者協会 

・茨城県教育委員会（７人） 

教育庁教育政策室 

教育庁学校教育部・各課（義務教育課，高校教育課，特別支援教育課，保健体育課） 

教育研修センター 
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【教育公務員特例法（一部改正）のイメージ】 

 

３ 指標について 

（１）指標とは 

高度専門職としての教員等の資質の向上を目的に，職責，経験，適性等に応じて教員等が

身に付けるべき資質を成長段階（キャリアステージ）ごとに設定したものです。教員等が，

自らのキャリアステージにおいて身に付けるべき資質を把握し，資質の向上を図る際の目安，

あるいは更に高度な段階を目指す手掛かりとして，また，それぞれのキャリアステージにお

ける目標や内容を明確にした研修の計画や立案等に用いるものです。  

なお，地方公務員法第 15条の２第１項第５号に規定される「標準職務遂行能力」とは，法

令上の関連性がありません。標準職務遂行能力は，人事評価において，教員等がその職務を

遂行するに当たり，これまで発揮した能力を見る観点から任命権者が定めたものです。した

がって，教員等の資質の向上を目的として将来的に身に付けていくべき資質を示した指標と

は，その趣旨や目的が異なります。 

（２）指標の構成と対象者 

指標は，「共通」及び「特記事項」で構成されています。その対象者は，本県の公立の小学

校等の校長及び教員（県費負担教職員）で，以下のとおりです。 

指標 対象者 備考 

 共  通 
校長，副校長，教頭，教諭，養護教諭， 

栄養教諭，講師（非常勤講師は除く。）等 

公立の小学校，中

学校，義務教育学

校，高等学校，中

等教育学校及び特

別支援学校 

 【校  長】特記事項 校長（副校長，教頭は準じる。） 

 【養護教諭】特記事項 養護教諭 

 【栄養教諭】特記事項 栄養教諭 

（３）成長に関する段階 

成長段階（キャリアステージ）は，以下の５段階で設定しています。現在，自分がどの段

階に当てはまるのかについては，それぞれの採用年齢や成長プロセスが異なることから一律

に区分することが困難です。しかし，参考として，指標を作成するに当たり想定した各段階
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における経験年数は，以下のとおりです。なお，共通の指標には，欄外に注記しています。 

段階 想定経験年数 備考 

採用時の姿 採用時 大学等における養成 

第１期（形成期） １～５年 授業力・児童生徒理解の向上 

第２期（成長期） ６～11年 教職・教科専門性の向上 

第３期（発展・充実期） 12～23年 校務分掌等の企画調整及び若手教員への指導・助言 

第４期（貢献・深化期） 24年～ 学校運営及び若手・中堅教員への指導・助言 

（４）共通の指標及び特記事項の項目 

ア 【共通】について 

共通の指標に関する項目は，文部科学大臣が定めた指針を参酌し，①教職を担うに当た

り必要となる素養，②授業力，③児童生徒を理解し，指導する力，④特別な配慮を必要と

する児童生徒を理解し，支援する力，⑤学年・学級を経営する力，⑥学校運営に関する力

の６項目に整理しています。 

なお，「共通」の指標については「概要版」も設け，指標に記載されている内容の項目名

（タイトル）のみを示しています。 

イ 【校長】特記事項について 

校長は学校組織のリーダーとして，教育者としての資質のほか，組織のマネジメント力

が求められることから，特記事項として示しています。その項目は，①学校経営，②学校

管理，③教育計画，④人材育成及び服務監督，⑤連携・協力体制の構築，⑥職務遂行能力

の６項目です。 

ウ 【養護教諭】特記事項について 

養護教諭については，その専門性を特記事項として示しています。その項目は，①保健

管理，②保健教育，③健康相談，④保健室経営の４項目です。 

エ 【栄養教諭】特記事項について 

栄養教諭については，その専門性を特記事項として示しています。その項目は，①食に

関する指導，②栄養管理，③衛生管理の３項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標のイメージ】 
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４ 指標の活用について 

県教育委員会では，指標を踏まえ，研修を体系的かつ効果的に実施することができるよう研

修計画を見直すなど，資質の向上を図るための環境整備に努めていきます。また，指標により，

大学等と認識を共有して相互に連携を深め，学習機会や研修機会を設けるなど，養成・採用・

研修の各段階を通して，本県の教員等の資質の向上を目指していきます。協議会の構成員とな

っている大学においては，指標について，教員養成における目標設定や教職課程のカリキュラ

ム編成などとの関連を図ることが求められています。 

なお，社会の状況や学校を取り巻く状況は常に変化するものであることから，協議会は継続

的に開催し，指標の見直しや環境の整備を進めていく予定です。 

今後，校内研修やＯＪＴ，市町村教育委員会等が実施する研修，自主的に取り組む研修など，

様々な機会を捉え，教員等の資質の向上に向けて指標を御活用願います。指標については，県

教育委員会教育政策室のＷｅｂサイトにも掲載しています。 

（http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/kikaku.html） 

 

５ 研修計画の改定について 

平成 30年度の教育研修センターにおける研修計画は，指標の成長段階（キャリアステージ）

やその内容を踏まえ，主に以下のように改定する予定です。 

＜主な改定内容＞ 

・「若手教員研修」及び「新採研修」を第１期に位置付け 

・「中堅教諭等資質向上研修」は前期（６年次）と後期（12年次）に分割し，前期を第２期，

後期を第３期に位置付け 

・「ベテラン教員研修」を新設し，第４期に位置付け（原則として，４月１日現在 45歳が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 30年度教育研修センター研修講座のイメージ】 
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茨
城
県
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
 

【
共
通
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成

30
年
２
月
 

 項
目
 

採
用
時
の
姿
 

第
１
期
（
形
成
期
）
 

第
２
期
（
成
長
期
）
 

第
３
期
（
発
展
・
充
実
期
）
 

第
４
期
（
貢
献
・
深
化
期
）
 

授
業
力
・
児
童
生
徒
理
解
の
向
上
 

教
職
・
教
科
専
門
性
の
向
上
 

校
務
分
掌
等
の
企
画
調
整
及
び
若
手
教

員
へ
の
指
導
・
助
言
 

学
校
運
営
及
び
若
手
・
中
堅
教
員
へ
の

指
導
・
助
言
 

基 本 的 資 質 

① 教 職 を 担 う に 当 た

り 必 要 と な る 素 養 

【
社
会
人
と
し
て
】
 

・
人
間
性
が
豊
か
で
，
言
葉
遣
い
，
あ
い
さ
つ
，
礼
儀
等
の
備
え
て
お
く
べ
き
マ
ナ
ー
を
も
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
人
権
に
関
す
る
知
的
理
解
が
あ
り
，
人
権
感
覚
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
常
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
意
識
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
生
か
し
対
人
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
ス
ト
レ
ス
と
身
体
の
健
康
を
適
切
に
自
己
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
多
様
な
文
化
の
生
活
・
習
慣
・
価
値
観
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

【
教
員
と
し
て
】
 

・
子
供
が
好
き
で
，
子
供
と
と
も
に
考
え
，
子
供
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
自
己
の
現
状
と
課
題
を
知
り
，
他
の
教
員
の
指
導
や
意
見
に
耳
を
傾
け
，
学
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
保
護
者
や
地
域
の
声
に
耳
を
傾
け
，
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
教
育
に
関
す
る
法
令
等
と
学
校
の
役
割
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

② 授 業 力 

・
学
習
指
導
要
領
の
主
な
目
標
を
理
解
し
，

指
導
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
の
実
態
を
踏
ま
え
て
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
各
教
科
等
や
担
当
学

年
に
お
い
て
，
目
指
す
資
質
・
能
力
，
指
導
内
容
，
指
導
方
法
を
理
解
し
，
特
に

教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
し
，
指
導
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
内

容
の
系
統
性
（
学
年
間
，
教
科
間
，

校
種
間
）
を
理
解
し
，
授
業
づ
く
り

の
た
め
の
具
体
的
な
手
立
て
を
講

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
国
や
県
の
動
向
，
学
校
や
地
域
の
実

態
を
理
解
し
，
授
業
を
工
夫
改
善
す

る
た
め
の
具
体
的
な
手
立
て
や
手
法

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
授
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
要
件
（
学

習
課
題
，
板
書
，
発
問
等
）
を
理
解
し
，

基
礎
的
な
技
能
を
も
っ
て
指
導
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
し
，

教
材
の
内
容
を
分
析
・
解
釈
し
，
適
切
な

授
業
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・「
導
入
・
展
開
・
終
末
」
の
各
段
階
で

効
果
的
な
活
動
等
を
考
え
，
本
時
の
目

標
を
達
成
す
る
た
め
の
授
業
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
一
人
一
人
の
学
習
状
況
を
把
握
し
な

が
ら
，
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
各
単
元
（
題
材
）
や
各
時
間
の
つ
な
が
り
か
ら
授
業
を
考
え
，
単
元
（
題
材
）

の
指
導
計
画
を
作
成
し
，
単
元
（
題
材
）
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
授
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
員
一
人
一
人
の
実
態
を
把
握
し
，

授
業
に
関
す
る
指
導
・
助
言
を
す
る

と
と
も
に
，
若
手
・
中
堅
教
員
の
や

る
気
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
課
題
の
設
定
や
探
究
的
な
プ
ロ
セ

ス
の
重
要
性
を
理
解
し
，
指
導
に
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

 ・
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
重
要

性
を
理
解
し
，
授
業
を
実
践
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 

・
教
育
課
程
に
お
け
る
各
領
域
の
役
割

を
理
解
し
，
指
導
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 ・
児
童
生
徒
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
を
引
き
出
す
指
導
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
教
育
課
程
に
お
け
る
各
領
域
の
目
標

に
照
ら
し
て
，
目
指
す
資
質
・
能
力

の
実
現
状
況
を
適
切
に
把
握
し
，
指

導
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
を
実
現
す
る
た
め
の
授
業
改

善
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
育
課
程
に
お
け
る
各
領
域
に
関
す

る
学
校
全
体
計
画
の
考
え
方
を
理

解
し
，
そ
れ
ら
を
推
進
す
る
た
め
の

体
制
づ
く
り
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
学
習
評
価
を
基
に
し
て
，
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
す
る

た
め
の
授
業
改
善
に
努
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
学
習
指
導
に
関
す
る
指
導
・
助
言
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
地
域
の
特
色
を
生
か
し
，
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
取
り
入
れ

た
教
育
課
程
の
編
成
及
び
年
間
指
導

計
画
を
作
成
し
，
推
進
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
授
業
改
善
に
向
け
た
組
織
体
制
を
構

築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
方
法
を
理
解
し
，
教
育

活
動
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
促
す

た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
授
業
を

実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
生
徒
の
資
質
・

能
力
を
伸
ば
す
効
果
的
な
授
業
を
実

践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
育
の
情
報
化
に
関
す
る
最
新
の
知
識
・
技
術
を
理
解
し
た
上
で
，
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

活
用
し
た
教
科
指
導
を
推
進
し
，
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
道
徳
教
育
の
目
標
や
，
道
徳
教
育
は
，「
特

別
の
教
科
 
道
徳
」・
「
道
徳
」
を
要
と
し

て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
実
態
を
把
握
し
，
教
材

提
示
や
，
発
問
を
工
夫
す
る
な
ど
し

て
，「

特
別
の
教
科
 
道
徳
」・
「
道
徳
」

の
授
業
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
児
童
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
多
様
な

教
材
の
開
発
や
活
用
に
努
め
，
問
題

解
決
的
な
学
習
や
体
験
的
な
学
習
を

取
り
入
れ
た
「
特
別
の
教
科
 
道

徳
」・
「
道
徳
」
の
授
業
を
展
開
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
指
導
過
程
や
指
導
方
法
を
工
夫

し
，
校
内
で
「
特
別
の
教
科
 
道

徳
」・
「
道
徳
」
の
提
案
授
業
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
若
手
・
中
堅
教
員
に
対
し
，「

特
別
の

教
科
 
道
徳
」・
「
道
徳
」
の
授
業
に

お
け
る
多
様
で
効
果
的
な
指
導
法
を

指
導
・
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

・
子
供
の
心
身
の
発
達
に
関
す
る
知
識
が

あ
り
，
子
供
の
理
解
に
生
か
す
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
特
性
や
心
身

の
状
況
，
生
活
環
境
な
ど
，
多
面
的

に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
様
々
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
を
知

り
，
個
や
集
団
の
実
態
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
多
面
的
・
多
角
的
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト

し
，
個
と
集
団
の
実
態
に
応
じ
た
適

切
な
対
応
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
的
確
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
い
た

対
応
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
り
，

指
導
・
助
言
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

Ａ
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 高 度 専 門 職 と し て の 教 員 に 求 め ら れ る 力 量 

③ 児 童 生 徒 を 理 解 し 、 指 導 す る 力 

・
教
育
相
談
の
意
義
，
基
本
的
な
理
論
や

技
法
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
公
平
か
つ
受
容
的
・
共
感
的
な
態
度
で

子
供
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
へ
の
声
か
け
を
心
が
け
，

信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
マ
イ
ン
ド
を
身
に

付
け
，
望
ま
し
い
人
間
関
係
づ
く
り

に
努
め
，
児
童
生
徒
や
保
護
者
と
の

信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
法
を
身
に
付

け
，
児
童
生
徒
や
保
護
者
一
人
一
人

に
寄
り
添
っ
た
対
応
が
で
き
，
必
要

に
応
じ
て
外
部
人
材
を
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
不
安
や
悩
み
を
解
消
す

る
た
め
の
保
護
者
と
の
連
携
の
在
り

方
に
つ
い
て
，
指
導
・
助
言
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
法
で
示
す
い
じ
め
の
定
義
及
び
い
じ
め

は
ど
の
子
供
に
も
，
ど
の
学
校
で
も
，
起

こ
り
う
る
，
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
い
じ
め
等
問
題
行
動
の
未
然
防
止
に

努
め
，
早
期
に
気
付
き
，
管
理
職
等

に
報
告
・
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
い
じ
め
等
問
題
行
動
の
対
処
の
仕
方

を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
い
じ
め
等
問
題
行
動
の
未
然
防
止
や

解
決
に
向
け
，
積
極
的
に
関
わ
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
生
徒
指
導
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
を

も
ち
，
チ
ー
ム
対
応
の
過
程
や
結
果

を
検
証
し
，
指
導
・
助
言
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
に
お
け
る
生
徒
指
導
上
の
課
題
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
子
供
へ
の
対
応
で
不
安
に
思
っ
て
い

る
こ
と
を
周
囲
に
相
談
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

  
・
生
徒
指
導
に
お
い
て
，
外
部
人
材
を

活
用
す
る
な
ど
協
力
体
制
を
整
え

て
指
導
し
た
り
，
教
員
の
役
割
連
携

を
調
整
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
生
徒
指
導
に
お
い
て
，
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
，
自
分
の
役
割
を
遂
行
し
，
教
員

間
の
連
携
方
法
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
基
礎
的
な
知

識
を
理
解
し
，
授
業
を
実
践
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
体
験
的
な
学
習
活
動
の
意
義
や
内
容

を
理
解
し
，
教
科
等
を
通
し
て
キ
ャ

リ
ア
教
育
の
実
践
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
児
童
生
徒
に
対
し
て
，
望
ま
し
い
勤

労
観
・
職
業
観
及
び
職
業
に
関
す
る

知
識
や
技
能
が
身
に
付
く
よ
う
，
一

人
一
人
の
進
路
実
現
に
向
け
た
適
切

な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
と
社
会
及
び
学
校
間
の
円
滑
な

接
続
を
図
る
た
め
，
学
校
外
の
教
育

資
源
と
協
力
し
た
効
果
的
な
指
導

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
の
教
育
活
動
全
体
で
取
り
組
む

た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
体
系
的

に
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
・
指
導

計
画
を
作
成
し
，
計
画
に
沿
っ
た
教

育
活
動
を
指
導
・
助
言
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

④ 特 別 な 配 慮 を 必 要 と す る 児 童

生 徒 を 理 解 し 、 支 援 す る 力 

・
全
て
の
学
校
・
学
級
に
特
別
な
配
慮
を

必
要
と
す
る
子
供
が
在
籍
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
，
支
援
に
関

す
る
基
礎
的
な
知
識
を
身
に
付
け
，
指
導

に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
  

・
一
人
一
人
の
特
性
や
状
態
，
困
難
さ

等
を
把
握
し
，
個
に
応
じ
た
指
導
や

必
要
な
支
援
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
一
人
一
人
の
特
性
や
状
態
，
困
難
さ
の
背
景
等
を
理
解
し
，
状
況
に
応
じ
て
指

導
内
容
や
方
法
，
支
援
の
仕
方
を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
合
理
的
配
慮
の
観
点
を
踏
ま
え
，
誰
も
が
安
心
し
て
学
べ
る
授
業
づ
く
り
や
環

境
づ
く
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
児
童
生

徒
の
具
体
的
な
指
導
・
支
援
方
法
に

つ
い
て
，
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
合
理
的
配
慮
の
観
点
を
踏
ま
え
，
教

育
環
境
の
改
善
に
向
け
て
指
導
・
助

言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
個
別
の
教
育
支
援
計
画
や
個
別
の
指

導
計
画
を
活
用
し
て
，
個
に
応
じ
た

指
導
や
必
要
な
支
援
，
合
理
的
配
慮

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
や
保
護
者
の
願
い
を
踏
ま
え
て
，
個
別
の
教
育
支
援
計
画
や
個
別
の

指
導
計
画
を
立
案
し
，
保
護
者
や
関
係
機
関
と
連
携
し
て
個
に
応
じ
た
指
導
や

支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
個
別
の
教
育
支
援
計
画
や
個
別
の
指

導
計
画
の
活
用
方
法
，
保
護
者
や
関

係
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
指
導
・

助
言
し
，
支
援
体
制
に
つ
い
て
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑤ 学 年 ・ 学 級 を

経 営 す る 力 

・
学
級
経
営
の
意
義
を
理
解
し
，
学
級
を

意
図
的
・
計
画
的
に
指
導
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
学
校
及
び
学
年
の
目
標
を
達
成
す
る

た
め
の
学
級
経
営
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
集
団
の
状
況
を
把
握
し
，
よ
り
よ
い

集
団
づ
く
り
を
目
指
し
た
指
導
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
級
や
集
団
の
状
況
及
び
課
題
を
把

握
し
た
上
で
，
児
童
生
徒
を
援
助
し
，

学
級
経
営
等
に
生
か
す
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
保
護
者
と
の
信
頼
関
係
を
基
に
協
力
体
制
を
構
築
し
，
円
滑
な
学
年
経
営
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
望
ま
し
い
人
間
関
係
づ
く
り
等
，
学
級
経
営
に
つ
い
て
，
指
導
・
助
言
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

⑥ 学 校 運 営 に 関 す る 力 

・
学
校
組
織
の
特
徴
や
協
働
す
る
意
義
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
大
学
等
に
お
け
る
サ
ー
ク
ル
や
団
体
活

動
等
の
運
営
に
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
組
織
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役
割

を
考
え
て
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
校
務
分
掌
に
お
い
て
，
教
員
の
役
割

を
調
整
し
，
協
働
す
る
体
制
を
構
築

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
員
の
特
性
を
把
握
し
た
上
で
，
教

育
活
動
に
関
す
る
指
導
や
支
援
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
個
々
の
教
員
の
特
性
を
把
握
し
た
上
で
，
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も
に
，
組
織

目
標
の
実
現
に
向
け
た
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
組
織
目
標
を
理
解
し
，
児
童
生
徒
の

主
体
的
な
活
動
を
促
す
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
組
織
目
標
を
把
握
し
た
上
で
，
各
行

事
等
の
計
画
の
立
案
・
実
行
・
評
価
・

改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
組
織
目
標
に
基
づ
き
，
家
庭
や
地
域
社
会
，
関
係
機
関
と
連
携
す
る
な
ど
，
学

校
内
外
の
教
育
資
源
を
活
用
し
，
学
校
の
全
体
計
画
の
立
案
・
実
行
・
評
価
・

改
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
安
全
管
理
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
を
も

ち
，
子
供
の
安
心
・
安
全
を
常
に
意
識
し
，

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
安
全
指
導
や
防
災
教
育
等
，
児
童
生
徒
の
安
全
の
確
保
に
向
け
て
適
切
な
指
導
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
，
事
故
発
生
時
に
お
い
て
，
的
確
な
判
断
及
び
迅

速
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
情
報
モ
ラ
ル
，
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
最
新
の
知
識
・
技
術
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
安
全
指
導
や
防
災
教
育
等
の
実
施
を
計
画
し
，
児
童
生
徒
の
安
全
の
確
保
に
努

め
，
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
情
報
モ
ラ
ル
，
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
最
新
の
知
識
・
技
術
を
理
解
し
，

指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
管
理
及
び
非
常
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の

危
機
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
）
各
段
階
は
，
第
１
期
（
１
～
５
年
），

第
２
期
（
６
～
11

年
），

第
３
期
（
12
～
23

年
），

第
４
期
（
24

年
～
）
を
想
定
。
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茨
城
県
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
（
特
記
事
項
）

 

【
校
長
】
特
記
事
項
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成

30
年
２
月
 

項
目
 

特
記
事
項
 

 

①
学
校
経
営
 

・
教
職
員
，
児
童
生
徒
，
保
護
者
，
地
域
の
方
々
と
連
携
し
な
が
ら
学
校
の
共
有
ビ
ジ
ョ
ン
を
構
想
し
，
明
示
す
る
と
と
も
に
，
実
施
状
況
を
常
に
検
証
し
，
見
直
し
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
育
に
関
す
る
法
令
等
に
基
づ
き
，
教
育
の
在
り
方
を
考
え
，
国
・
県
・
市
町
村
の
教
育
施
策
を
理
解
し
た
上
で
，
学
校
の
共
有
ビ
ジ
ョ
ン
形
成
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

②
学
校
管
理
 

・
緊
急
時
の
安
全
・
救
急
体
制
を
整
備
し
，
学
校
事
故
防
止
の
た
め
に
，
実
態
を
把
握
し
，
防
止
の
た
め
の
諸
活
動
が
計
画
的
・
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
教
職
員
に
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
学
校
事
故
等
の
不
測
の
事
態
に
対
し
て
，
冷
静
か
つ
迅
速
に
判
断
し
，
組
織
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
教
職
員
に
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
コ
ス
ト
意
識
を
も
っ
た
予
算
の
執
行
な
ど
に
よ
り
，
ど
の
よ
う
な
人
的
・
物
的
・
財
政
的
・
情
報
的
な
資
源
が
必
要
か
を
考
え
，
そ
れ
を
調
達
し
，
効
果
的
・
効
率
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 

③
教
育
計
画
 

・
児
童
生
徒
を
発
達
成
長
さ
せ
る
た
め
の
学
校
の
共
有
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
の
た
め
に
，
児
童
生
徒
の
実
態
と
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
，
適
切
な
教
育
課
程
を
立
案
し
，
教
職
員
に
指
導
・
助
言
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
の
共
有
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
，
校
内
研
修
等
の
教
育
計
画
を
構
築
し
，
教
育
活
動
を
効
果
的
に
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

④
人
材
育
成
及
び
服
務
監
督
 

・
全
て
の
教
職
員
の
資
質
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
，
児
童
生
徒
の
よ
り
よ
い
成
長
に
つ
な
が
る
こ
と
を
自
覚
し
，
教
職
員
が
高
い
意
欲
を
も
っ
て
研
鑽
に
努
め
ら
れ
る
よ
う
，
教
職
員
一
人
一
人
の

実
態
を
把
握
し
な
が
ら
適
切
な
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
育
実
践
を
お
互
い
に
交
流
し
合
い
，
協
力
し
，
高
め
合
い
な
が
ら
教
育
活
動
を
進
め
る
教
職
員
集
団
を
形
成
し
，
円
滑
な
指
導
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
法
令
遵
守
に
つ
い
て
高
い
意
識
を
自
ら
が
も
ち
，
模
範
を
示
す
と
と
も
に
，
教
職
員
に
そ
れ
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
職
員
の
勤
務
状
況
の
実
態
に
常
に
気
を
配
り
，
健
康
管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
，
業
務
量
の
軽
減
を
図
る
よ
う
教
育
計
画
や
活
動
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

⑤
連
携
・
協
力
体
制
の
構
築
 

・
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
は
，
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
信
頼
・
協
働
関
係
の
も
と
で
，
よ
り
効
果
的
に
行
え
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
 

・
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
推
進
し
，
様
々
な
方
法
で
，
学
校
の
ビ
ジ
ョ
ン
や
教
育
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
の
情
報
を
発
信
し
，
家
庭
や
地
域
社
会
か
ら
の
信
頼
感
と
連
携
・
協
働
の
意
識
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
教
職
員
に
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

⑥
職
務
遂
行
能
力
 

・
学
校
の
最
高
責
任
者
と
し
て
，
高
い
使
命
感
と
誠
実
，
公
正
，
公
平
の
意
識
を
も
つ
と
と
も
に
，
自
ら
の
言
動
を
絶
え
ず
省
察
し
，
自
己
研
鑽
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
自
ら
の
豊
か
な
教
育
経
験
と
広
い
視
野
に
基
づ
き
，
児
童
生
徒
の
成
長
を
考
え
，
校
長
自
身
の
思
い
を
全
て
の
人
に
説
得
力
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

注
）
副
校
長
・
教
頭
は
，
校
長
の
特
記
事
項
に
準
じ
る
。
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茨
城
県
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
（
特
記
事
項
）

 
【
養
護
教
諭
】
特
記
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成

30
年
２
月
 

注
）
養
護
教
諭
に
つ
い
て
は
，
そ
の
専
門
性
を
特
記
事
項
と
し
て
示
す
。
 

項 目 

採
用
時
の
姿
 

第
１
期
（
形
成
期
）
 

第
２
期
（
成
長
期
）
 

第
３
期
（
発
展
・
充
実
期
）
 

第
４
期
（
貢
献
・
深
化
期
）
 

養
護
教
諭
の
基
盤
づ
く
り
 

専
門
性
の
向
上
 

学
校
保
健
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
的
役
割

の
遂
行
 

学
校
運
営
へ
の
参
画
・
地
域
の
学
校
保
健

推
進
 

① 保 健 管 理 

・
学
校
保
健
・
安
全
に
関
す
る
法
令
等
を

正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
管
理
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
や

技
能
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
健
康
診
断
や
健
康
観
察
を
通
し
て
，
児

童
生
徒
の
心
身
の
実
態
を
把
握
し
，
適

切
な
保
健
管
理
を
実
践
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
学
校
内
の
教
職
員
や
保
護
者
，
地
域
の

関
係
機
関
と
連
携
し
，
児
童
生
徒
の
実

態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
保
健
管

理
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
健
康
診
断
や
日
常
の
健
康
観
察
を
通
し

て
，
児
童
生
徒
の
個
と
集
団
の
実
態
を

総
合
的
に
評
価
し
，
組
織
的
に
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
管
理
に
つ
い
て
，
若
手
教
員
や
地

域
の
養
護
教
諭
等
に
指
導
・
助
言
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
に
お
け
る
事
件
・
事
故
・
災
害
等

の
発
生
時
に
備
え
，
学
校
内
外
の
支
援

体
制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
管
理
に
つ
い
て
，
教
職
員
に
指

導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

② 保 健 教 育 

・
学
習
指
導
要
領
の
保
健
・
安
全
に
関
す

る
内
容
や
養
護
教
諭
の
専
門
性
を
生

か
し
た
指
導
に
つ
い
て
，
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
教
育
に
お
け
る
養
護
教
諭
の
役
割

を
理
解
し
，
専
門
性
を
生
か
し
て
学
級

担
任
等
が
行
う
保
健
教
育
に
参
加
・
協

力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
級
担
任
等
と
連
携
し
，
児
童
生
徒
の

実
態
に
基
づ
い
た
保
健
教
育
に
計
画

的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
様
々
な
方
法
で
家
庭
へ
情
報
を
発
信

し
，
保
護
者
の
理
解
や
協
力
の
も
と
保

健
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
各
教
科
等

の
関
連
や
系
統
性
を
理
解
し
，
教
育
活

動
全
体
を
通
じ
て
組
織
的
に
保
健
教

育
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
地
域
の
関
係
機
関
等
と
連
携
を
図
り
，

保
健
教
育
へ
の
参
画
を
効
果
的
に
推

進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
教
育
に
つ
い
て
全
体
計
画
を
作
成

し
，
計
画
に
沿
っ
た
教
育
活
動
を
教
職

員
に
指
導
・
助
言
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

③ 健 康 相 談 

・
健
康
相
談
の
意
義
や
法
的
根
拠
，
心
身

の
発
達
段
階
に
応
じ
た
健
康
課
題
に

つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
室
の
機
能
や
養
護
教
諭
の
職
務
の

特
質
を
生
か
し
，
い
じ
め
や
虐
待
等
の

早
期
発
見
・
早
期
対
応
に
努
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
健
康
相
談
の
基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
理

解
し
，
学
校
内
の
教
職
員
及
び
地
域
の

関
係
機
関
等
と
連
携
し
た
健
康
相
談

を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
心
身
の
健
康
課
題
を
総
合

的
に
捉
え
，
支
援
体
制
の
整
備
に
努
め

る
と
と
も
に
，
学
校
医
等
や
保
護
者
と

連
携
し
，
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
校
内
委
員
会
や
事
例
検
討
会
を
積
極
的

に
開
催
す
る
な
ど
，
心
身
の
健
康
課
題

の
解
決
に
向
け
て
，
教
職
員
に
指
導
・

助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

④ 保 健 室 経 営 

・
保
健
室
の
役
割
と
養
護
教
諭
の
職
務
に

つ
い
て
，
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
一
人
一
人
の
特
性
や
心
身

の
状
況
，
生
活
環
境
等
を
多
面
的
に
把

握
し
，
個
に
応
じ
た
対
応
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
学
校
内
の
教
職
員
や
保
護
者
，
地
域
の

関
係
機
関
等
と
の
関
わ
り
を
深
め
，
連

携
・
協
働
し
な
が
ら
保
健
室
を
経
営
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
組
織
目
標
や
実
態
に
基
づ
き
，
計
画

的
・
組
織
的
に
保
健
室
を
経
営
す
る
と

と
も
に
，
自
ら
の
実
践
を
適
切
な
指
標

を
用
い
て
評
価
し
，
成
果
と
課
題
を
捉

え
て
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
健
・
安
全
の
視
点
を
生
か
し
て
学
校

運
営
に
参
画
し
，
教
育
活
動
全
体
で
学

校
保
健
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
地
域
の
学
校
保
健
担
当
者
と
の
連
携
体

制
を
構
築
し
，
地
域
に
お
け
る
学
校
保

健
推
進
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
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茨
城
県
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
（
特
記
事
項
）

 

【
栄
養
教
諭
】
特
記
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成

30
年
２
月
 

 

項 目 

採
用
時
の
姿
 

第
１
期
（
形
成
期
）
 

第
２
期
（
成
長
期
）
 

第
３
期
（
発
展
・
充
実
期
）
 

第
４
期
（
貢
献
・
深
化
期
）
 

栄
養
教
諭
の
基
盤
づ
く
り
 

専
門
性
の
向
上
 

学
校
給
食
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
的
役
割

の
遂
行
 

学
校
運
営
へ
の
参
画
・
地
域
の
学
校
給
食

推
進
 

① 食 に 関 す る 指 導 

・
食
育
の
推
進
に
お
け
る
栄
養
教
諭
の
役

割
や
，
各
教
科
等
と
の
関
連
を
図
り
な

が
ら
食
育
の
目
標
や
内
容
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
給
食
の
時
間
に
お
け
る
食
に
関
す
る
指

導
を
年
間
指
導
計
画
に
位
置
付
け
，
教

室
指
導
を
行
い
，
資
料
提
供
等
，
担
任

等
と
の
連
携
・
協
働
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
各
教
科
等
や
献
立
と
の
ね
ら
い
と
の
関

連
を
明
ら
か
に
し
て
，
学
校
給
食
を

「
生
き
た
教
材
」
と
し
て
活
用
し
，
給

食
の
時
間
に
お
け
る
指
導
の
充
実
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
食
に
関
す

る
指
導
内
容
を
担
任
等
と
連
携
し
，
献

立
計
画
と
関
連
付
け
な
が
ら
指
導
を

実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
給
食
の
時
間
に
お
け
る
食
に
関
す
る
指

導
の
結
果
か
ら
，
児
童
生
徒
の
行
動
が

ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
観
察
し
，

そ
の
後
の
教
職
員
の
指
導
に
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
食
に
関
す
る
指
導
を
包
括
的
に
把
握

し
，
適
切
に
評
価
し
，
改
善
を
図
る
と

と
も
に
，
教
科
横
断
的
な
視
点
か
ら
，

教
職
員
に
対
し
，
情
報
提
供
や
指
導
・

助
言
を
す
る
な
ど
連
携
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
学
校
教
育
目
標
や
児
童
生
徒
の
実
態
を

も
と
に
，
各
教
科
等
と
の
関
連
を
図
り

な
が
ら
，
食
に
関
す
る
指
導
の
全
体
計

画
や
年
間
指
導
計
画
等
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
食
に
関
す
る
指
導
に
関
わ
る
教
科
等
の

学
習
指
導
要
領
や
学
校
の
実
態
を
把

握
し
，
課
題
解
決
の
た
め
，
目
標
を
も

っ
て
食
育
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
食
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
，
専
門
的

な
立
場
か
ら
，
指
導
内
容
や
課
題
に
つ

い
て
，
担
任
等
と
協
議
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
  

・
各
教
科
等
や
そ
の
他
の
活
動
に
お
い

て
，
そ
の
内
容
の
系
統
性
や
各
学
習
の

関
連
を
図
り
な
が
ら
，
体
系
的
・
継
続

的
に
食
育
を
推
進
す
る
た
め
の
中
核

的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
食
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
，
自
ら
の

実
践
を
評
価
し
，
課
題
解
決
に
向
け
て

改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
専
門
的
な
立
場
か
ら
，
学
校
運
営
に
参

画
し
，
教
育
活
動
全
体
で
食
に
関
す
る

指
導
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
地
域
の
学
校
と
の
連
携
体
制
を
構
築

し
，
地
域
に
お
け
る
食
育
を
推
進
す
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
食
に
関
す
る
健
康
課
題
を
有
す
る
児
童

生
徒
に
対
し
，
学
級
担
任
や
養
護
教

諭
，
部
活
動
担
当
教
員
と
情
報
を
共
有

し
，
個
別
の
指
導
計
画
を
立
案
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
教
職
員
や
保
護
者
，
地
域
の
関
係
機
関

等
と
連
携
し
，
生
活
習
慣
病
の
予
防

や
，
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
へ
の
対
応
，
ス

ポ
ー
ツ
実
施
時
の
栄
養
補
給
や
水
分

補
給
な
ど
に
つ
い
て
，
専
門
性
を
生
か

し
た
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
食
に
関
す
る
健
康
課
題
を
有
す
る
児
童

生
徒
の
身
体
状
況
や
栄
養
状
態
，
食
生

活
な
ど
課
題
を
知
り
，
家
庭
や
地
域
の

背
景
，
児
童
生
徒
の
食
に
関
す
る
知

識
，
理
解
度
等
を
考
慮
し
，
課
題
解
決

に
向
け
て
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 ・

児
童
生
徒
の
健
康
課
題
解
決
に
向
け

て
，
教
職
員
の
指
導
的
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
健
康
課
題
を
有
す
る
児
童
生
徒
を
支
援

す
る
た
め
の
校
内
研
修
を
企
画
・
運
営

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

② 栄 養 管 理 

・
学
校
給
食
の
栄
養
管
理
に
関
す
る
法
令

等
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
栄
養
管
理
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
や

技
能
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
給
食
摂
取
基
準
及
び
食
品
構
成
に

配
慮
し
た
献
立
を
作
成
し
，
学
校
給
食

の
調
理
，
配
食
等
に
つ
い
て
指
導
・
助

言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

・
食
に
関
し
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す

る
児
童
生
徒
が
無
理
な
く
食
べ
ら
れ

る
よ
う
，
献
立
及
び
調
理
に
配
慮
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
食
事
状
況
調
査
や
残
食
調
査
等
に
よ
り

状
況
把
握
か
ら
課
題
に
応
じ
た
栄
養

管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
各
教
科
等
の
内
容
や
，
地
場
産
物
の
活

用
，
地
域
の
食
文
化
な
ど
を
関
連
付
け

た
献
立
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
献
立
作
成
の
ね
ら
い
を
学
校
給
食
調
理

員
に
十
分
に
理
解
さ
せ
，
調
理
，
配
食

等
に
関
す
る
適
切
な
指
導
・
助
言
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
生
徒
の
食
習
慣
調
査
等
の
結
果
を

も
と
に
栄
養
管
理
を
評
価
し
，
改
善
を

図
る
と
と
も
に
，
教
職
員
に
対
し
，
情

報
提
供
や
指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
市
町
村
の
学
校
給
食
に
お
け
る
栄
養
管

理
に
つ
い
て
指
導
的
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

③ 衛 生 管 理 

・
学
校
給
食
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
法
令

を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
校
給
食
の
衛
生
管
理
体
制
が
十
分
機

能
す
る
よ
う
，「

学
校
給
食
衛
生
管
理

基
準
」
に
定
め
る
衛
生
管
理
責
任
者
と

し
て
の
専
門
的
な
業
務
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
学
校
給
食
従
事
者
や
給
食
施
設
設
備
な

ど
の
衛
生
管
理
に
つ
い
て
適
切
な
指

導
・
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
級
担
任
等
が
行
う
衛
生
管
理
に
係
る

指
導
に
つ
い
て
専
門
的
な
立
場
か
ら

指
導
・
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
事
故
発
生
時
の
危
機
管
理
対
応
計
画
の

作
成
な
ど
，
安
全
に
関
す
る
危
機
意
識

を
も
ち
，
課
題
を
明
ら
か
に
し
，
そ
の

解
決
に
向
け
た
取
組
を
実
践
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
教
職
員
や
学
校
薬
剤
師
，
関
係
保
健
機

関
等
と
連
携
し
，
学
校
及
び
地
域
に
お

け
る
衛
生
管
理
の
改
善
・
充
実
を
図
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
市
町
村
の
学
校
給
食
に
お
け
る
衛
生
管

理
に
つ
い
て
指
導
的
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

注
）
栄
養
教
諭
に
つ
い
て
は
，
そ
の
専
門
性
を
特
記
事
項
と
し
て
示
す
。
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茨
城
県
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
 

【
共
通
】
＜
概
要
版
＞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成

30
年
２
月
 

基
本
的
資
質
 

豊
か
な
人
間
性
 
 
 
礼
儀
 
 
 
人
権
感
覚
 
 
 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
 
 
 
対
人
関
係
能
力
 
 
 
ス
ト
レ
ス
耐
性
 

多
様
性
の
理
解
 
 
 
共
感
的
理
解
 
 
 
課
題
解
決
意
識
 
 
 
誠
実
な
対
応
 
 
 
教
育
に
関
す
る
法
令
の
知
識
 

 項
目
 

採
用
時
の
姿
 

第
１
期
(形

成
期
) 

第
２
期
(成

長
期
) 

第
３
期
(発

展
・
充
実
期
) 

第
４
期
(貢

献
・
深
化
期
) 

授
業
力
・
児
童
生
徒
理
解
の
向
上
 

教
職
・
教
科
専
門
性
の
向
上
 

校
務
分
掌
の
企
画
調
整
及
び
若
手
へ
の
指

導
・
助
言
 

学
校
運
営
及
び
中
堅
へ
の
指
導
・
助
言
 

 

授 業 力 

指
導
要
領
の
理
解
 

学
習
課
題
・
板
書
・
発
問
 

教
科
力
 

探
究
学
習
 

道
徳
指
導
法
 

「
導
入
・
展
開
・
終
末
」
,ね

ら
い
 

個
の
状
況
把
握
 

主
体
性
を
出
す
指
導
 

領
域
の
役
割
把
握
 

道
徳
教
育
の
実
践
 

教
科
の
専
門
知
識
 

指
導
計
画
の
立
案
 

授
業
や
指
導
改
善
 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
 

道
徳
教
育
の
充
実
 

系
統
性
の
理
解
 

全
体
計
画
の
作
成
学
習
評
価
の
改
善
 

学
習
指
導
の
助
言
 

道
徳
教
育
の
牽
引
 

授
業
改
善
の
指
導
 

校
内
研
修
体
制
構
築
 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
 

道
徳
教
育
の
推
進
 

児 童 生 徒 

理 解 

発
達
の
理
解
 

教
育
相
談
の
理
論
 

課
題
の
理
解
 

助
言
要
請
 

多
面
的
な
理
解
 

問
題
の
未
然
防
止
 

チ
ー
ム
の
役
割
遂
行
 

体
験
的
学
習
の
理
解
 

多
様
な
支
援
方
法
 

共
感
的
理
解
 

問
題
行
動
の
対
処
 

職
業
・
勤
労
観
育
成
 

対
応
の
見
極
め
 

外
部
人
材
の
活
用
 

役
割
連
携
と
協
力
 

未
然
防
止
の
推
進
 

問
題
対
応
の
助
言
 

連
携
方
法
の
助
言
 

チ
ー
ム
支
援
助
言
 

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
・
立
案
 

特 別 

支 援 

障
害
特
性
の
理
解
 

  

個
に
応
じ
た
指
導
 

計
画
の
活
用
 

 

教
育
環
境
づ
く
り
 

支
援
方
法
の
工
夫
 

計
画
の
作
成
，
関
係
機
関
と
連
携
 

教
育
環
境
の
助
言
 

支
援
方
法
の
助
言
 

計
画
活
用
の
助
言
 

経 営 ・ 

運 営 

学
校
組
織
の
理
解
 

主
体
的
な
関
与
 

安
全
管
理
の
知
識
 

め
ざ
す
学
級
経
営
 

分
掌
の
役
割
遂
行
 

情
報
モ
ラ
ル
理
解
 

学
級
課
題
の
解
決
 

協
働
体
制
構
築
 

安
全
・
防
災
の
指
導
 

円
滑
な
学
年
経
営
 

外
部
資
源
の
活
用
 

安
全
計
画
の
作
成
 

組
織
目
標
の
実
現
 

危
機
管
理
体
制
 

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
確
立
 

注
）
各
段
階
は
，
第
１
期
（
１
～
５
年
），

第
２
期
（
６
～
11

年
），

第
３
期
（
12
～
23

年
），

第
４
期
（
24

年
～
）
を
想
定
。
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教育公務員特例法（昭和 24年法律第１号）＜一部抜粋＞ 

 

（校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針） 

第二十二条の二 文部科学大臣は，公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の

向上を図るため，次条第一項に規定する指標の策定に関する指針（以下「指針」という。）を定

めなければならない。  

２ 指針においては，次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する指標の内容に関する事項 

三 その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項 

３ 文部科学大臣は，指針を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく，これを公表しなけれ

ばならない。  

（校長及び教員としての資質の向上に関する指標） 

第二十二条の三 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は，指針を参酌し，その地域の実情

に応じ，当該校長及び教員の職責，経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員として

の資質に関する指標（以下「指標」という。）を定めるものとする。  

２ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は，指標を定め，又はこれを変更しようとすると

きは，あらかじめ第二十二条の五第一項に規定する協議会において協議するものとする。  

３ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は，指標を定め，又はこれを変更したときは，遅

滞なく，これを公表するよう努めるものとする。  

４ 独立行政法人教職員支援機構は，指標を策定する者に対して，当該指標の策定に関する専門

的な助言を行うものとする。  

（教員研修計画） 

第二十二条の四 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は，指標を踏まえ，当該校長及び教

員の研修について，毎年度，体系的かつ効果的に実施するための計画（以下この条において「教

員研修計画」という。）を定めるものとする。  

２ 教員研修計画においては，おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 任命権者が実施する第二十三条第一項に規定する初任者研修，第二十四条第一項に規定す

る中堅教諭等資質向上研修その他の研修（以下この項において「任命権者実施研修」という。）

に関する基本的な方針 

二 任命権者実施研修の体系に関する事項 

三 任命権者実施研修の時期，方法及び施設に関する事項 

四 研修を奨励するための方途に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか，研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事

項 

資料１ 
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３ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は，教員研修計画を定め，又はこれを変更したと

きは，遅滞なく，これを公表するよう努めるものとする。  

（協議会） 

第二十二条の五 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は，指標の策定に関する協議並びに

当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うた

めの協議会（以下「協議会」という。）を組織するものとする。  

２ 協議会は，次に掲げる者をもつて構成する。  

一 指標を策定する任命権者 

二 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の

向上に関係する大学として文部科学省令で定める者 

三 その他当該任命権者が必要と認める者 

３ 協議会において協議が調つた事項については，協議会の構成員は，その協議の結果を尊重し

なければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，協議会が定める。 
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茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質向上協議会設置運営要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は，教育公務員特例法（昭和 24年法律第１号。以下「法」という。）第 22条の

５の規定に基づき，公立の小学校等の校長及び教員（以下「教員等」という。）の資質の向上

に関して必要な事項についての協議を行うため「茨城県公立の小学校等の教員等の資質向上協

議会（以下「協議会」という。）」を設置し，その運営に関する必要な事項を定めるものとする。 

（協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる項目について，構成員の共通理解を確立するために協議を行う。 

(1) 法第 22条の３第１項に定める教員等の職責，経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及

び教員としての資質に関する指標（以下「指標」という。）の策定及び変更に関すること。 

(2) 指標に基づく校長及び教員の資質の向上に関すること。 

(3) その他必要と認める事項に関すること。 

（構成員） 

第３条 協議会は，別表に掲げる者をもって組織する。 

（会長） 

第４条 協議会には会長を置き，茨城県教育庁学校教育部長をもって充てるものとする。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 協議会には，必要に応じて，構成員以外の者の出席を求めることができる。 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局を茨城県教育庁教育政策室に置く。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に必要な事項は別に定める。 
 

付則 

 この要綱は，平成 29年６月２日から施行する。 

 

別表 
関係大学等   
 茨城大学教育学部長 
 筑波大学全学学群教職課程委員会委員長 
 茨城キリスト教大学教職課程委員会委員長 
 常磐大学教職センター長 
 流通経済大学教職課程運営委員会委員長 
 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター障害者基礎教育研究部教職課程部門主任 

関係機関等   
 茨城県学校長会長 
 茨城県高等学校長会長 
 茨城県特別支援学校長会長 
 茨城県市町村教育長協議会長 
 茨城県ＰＴＡ連絡協議会長 

 茨城県経営者協会長 

茨城県教育委員会   
 茨城県教育庁学校教育部長 
 茨城県教育庁学校教育部義務教育課長 
 茨城県教育庁学校教育部高校教育課長 
 茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課長 
 茨城県教育庁学校教育部保健体育課長 
 茨城県教育研修センター所長 
 茨城県教育庁教育政策室長 

 

資料２ 


